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はじめに

　イギリスにおいて，労働者の権利は，法による国家
介入を排して，使用者と労働組合による団体交渉を通
じて集団的に実現されてきたといわれている 1）。しか
し，1980 年代から現在にかけて，労働者の権利は，
個別労働者と使用者間の話し合い，裁判所または雇用
審判所（雇用立法に基づく訴訟を取り扱う司法機関）
における裁判または審判などを通じて実現されている

（以下，「権利実現の個別化」と呼ぶ）。権利実現の個
別化の問題としては，使用者による報復のおそれなど
を理由に，労働者が権利実現のために行動しようとし
ないことが指摘されている 2）。そのため，公的機関に
よる関与が求められることになる。しかし，イギリス
では，法の実効性を確保するために，使用者に法を遵
守させ，その履行を確保する機構（以下，「履行確保機
構」とする）が，安全衛生，最低賃金，労働者派遣，
雇用差別などの各法律に応じて分かれており，包括的
な履行確保機構が存在していないので議論されている。
　今回紹介する論文（以下，「本論文」とする）は，
低賃金かつ不安定雇用という特徴を有するホテル産業
で働く労働者に焦点をあてることで，権利実現の個別
化および履行確保機構の分立によって生じている問題
を明らかにするものであるため注目に値する。

本論文の内容

　本論文は，ホテル産業で働く労働者へのインタ
ビューに基づいて，労働者による雇用上の権利（最低
賃金，年休，休憩，休日など制定法上の権利）実現の
ための行動を妨げる要因として次の 3 点を指摘するも
のとなっている。
　第一に，ホテル産業では，高い離職率，移民の多
用，および多くの宿泊施設が小規模であることを理由

として，労働者の権利実現に有効に機能する労働組合
が存在していない。そのため，労働者は，雇用上の権
利が侵害される都度，個別的に対応しなければならな
いと指摘する。
　第二に，ホテル産業では，ゼロ時間契約（週あたり
の労働時間数が決定されておらず，使用者の呼び出し
に応じて働く契約），外部委託，下請，派遣，偽装自
営業といった非標準的な就労形態が蔓延しており，担
当する履行確保機構の相違，履行確保機構の権限が及
ばない形態の存在などを理由として，ホテル産業に有
効な対応を履行確保機構がとれていないと指摘する。
　第三に，労働組合および履行確保機構の脆弱さゆえ
に，労働者は，権利実現に関する情報を同僚などから
得ることが必要となるが，ホテル産業では，若年労働
者，移民労働者，未熟練労働者が相当数を占めている
こと，また，離職率が高いことから，労働者間におい
て雇用上の権利およびその実効性確保手段に関する情
報共有ができていないと指摘する。
　筆者らは，権利実現のための労働者の行動を妨げて
いる以上の要因から，労働者にとって，雇用上の権利
が法定されているだけでは，これらの権利は，「実体
のないもの」になっていると指摘する。その上で，ホ
テル産業など，脆弱性のある労働者を雇用する産業に
おける法違反に取り組むためには，履行確保機構に整
合性のある方針およびさらなる人的・経済的資源が与
えられるべきであると結論づけている。

本論文の意義

　イギリスでは，個別労働者の雇用上の権利が制定法
に規定され，増加するにつれて，その実効性が確保さ
れているか否かが重要な課題となっており，学術的に
も議論の俎上に載せられている。権利実現の個別化に
存する課題を指摘する先行研究では，労使間の交渉力
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格差を考慮すると，労働組合を通じた集団的な交渉手
段を備えて初めて，雇用上の権利に実体を与えるとし
て，個別労働者に制定法上の権利が規定されているだ
けでは，権利を実現できないと指摘されている 3）。ま
た，個別紛争の重要な手続過程である雇用審判所制度
の問題としては，雇用審判所の裁定した賠償金の未払
事案が全体の 30％以上を占めていることなどから，労
働者の権利回復を困難にさせていると指摘されている4）。
　イギリスでは，200 万人以上の労働者が，ホテル産
業を含む低賃金産業で働いており，当該産業では，約
30％の労働者が法定最低賃金未満の賃金しか支払われ
ていない。低賃金産業では，労働組合の組織率が 3％
未満と低いことから，政府および履行確保機構は，当
該産業を法の実効性確保が脅かされている産業である
として，履行確保機構によって重点的に調査・監督が
行われるべきであると考えている 5）。しかし，最低賃
金の履行確保機構の人員は 420 人，労働者派遣事業者
の履行確保機構の人員はわずか 29 人ときわめて少な
いため，その機能には限界がある。人員不足の問題に
加えて，履行確保機構が講ずる手段にも問題がある。
履行確保機構の現状に存する課題を指摘する先行研究
では，履行確保機構により講じられる手段が事後的手
段を中心としており事前対策的・予防的手段が不十分
であること，履行確保機構ごとに手段が異なること

（例えば，最低賃金の履行確保機構は，労働者に代
わって，未払賃金の支払いを求める民事訴訟を提起で
きるが，他の履行確保機構にはそのような権限がな
い）などが問題として挙げられている 6）。
　権利実現の個別化または履行確保機構の分立に焦点
をあてて，「雇用上の権利の実効性確保」に存する課
題を検討する研究分野の中で，本論文は，脆弱性のあ
る労働者を雇用するホテル産業においては，上記の課
題がより顕著にあらわれていることを指摘するもので
ある。筆者らは，権利を認識していても，積極的に履
行確保手段を講じようとしない労働者の背景にあるそ
の要因を解析した上で，権利侵害に対する労働者の個
別的な対応では，権利を実現できていないとして，履
行確保機構による関与の重要性を指摘している。現
在，分立している履行確保機構の統合がイギリスにお
いて議論されている中で，本論文は，履行確保機構が
分立しているがゆえにその機能を果たせていないこと
を明らかにしているので，今後の履行確保機構の統合
化議論に資するものである。

おわりに

　イギリスにおける以上の議論は，日本においても有
益であると考える。日本では，個別的労働関係法を所
掌する部局として，労働基準監督署，都道府県労働局
に雇用環境・均等部（室），需給調整事業部（課）な
どが存在している。定期監督または雇用管理の実態把
握を行った事業場のうち，個別的労働関係法違反，特
に労働基準監督署または雇用環境・均等部（室）が所
掌する法違反率は，70～80％と高くなっている 7）。現
在，違反行為に対して，罰則または行政処分といった
手段を定めた規定は多くない。違反率の減少がみられ
ない状況においては，法的に強制力のある手段を拡充
する必要性が高いと考えられる。また，上記部局それ
ぞれの所掌事項が，同一事業場内において重複して生
じることがあるため 8），法違反事業場の情報共有など，
部局間で密接な連携を図るべきである。個別的労働関
係法の履行を確保するためには，監督官などの人員増
加はもとより，行政機関の手段および組織体制のあり
方の検討が日本においても必要になっていると考える。
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